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公布された条例等のあらまし

（規則第52号）◇島根県畜産技術センター分析等に関する規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 様式の整備（様式第４号関係）

⑵ その他様式の整理

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（規則第53号）◇鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

様式の整備

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

規 則

島根県畜産技術センター分析等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第52号

島根県畜産技術センター分析等に関する規則の一部を改正する規則

島根県畜産技術センター分析等に関する規則（平成16年島根県規則第44号）の一部を次のように改正する。

様式第４号を次のように改める。

号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（第４条関係）様式第４号

第 号

年 月 日

様

島根県畜産技術センター所長 印

飼 料 分 析 結 果 通 知 書

経 由 機 関 名 受 付 年 月 日 年 月 日

飼 料 の 名 称 生 産 者 氏 名

利 用 形 態 等

年 月 日付けで申込みのあった上記飼料の分析結果は、次のとおりです。

１ 一般成分

分 析 項 目 原 物 中 ％ 分 析 方 法

水 分

粗たんぱく質（ＣＰ） □ 近赤外分析法

粗 脂 肪（ＥＥ）

粗 繊 維（ＣＦ） □ 化学分析法

粗 灰 分

可溶性無窒素物（ＮＦＥ） ＮＦＥ＝100－（水分＋ＣＰ＋ＥＥ＋ＣＦ＋

粗灰分）

２ その他の一般成分

分 析 項 目 原 物 中 ％ 分 析 方 法

酸性デタージェント繊維（ＡＤＦ）

中性デタージェント繊維（ＮＤＦ）

非 構 造 性 炭 水 化 物（ＮＦＣ）

３ その他（硝酸態窒素、ビタミン類、ミネラル類）

分 析 項 目 原 物 中 ％ 分 析 方 法

４ その他（発酵品質）

分 析 項 目 原 物 中 ％ 分 析 方 法
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

様式第５号中「牛の体外受精卵生産通知書」を「牛の体外受精卵生産結果通知書」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第53号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年島根県規則第69号）の一部を次のように改正する。

様式第12号を次のように改める。
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（第12条関係）様式第12号

（表面）

受 験 希 望 会 場

※整理番号 受 験 希 望 日

狩 猟 免 許 申 請 書 収 入 証 紙

島根県知事 様

年 月 日

（〒 － ）

住 所

電話番号（ ）

ふりがな

印氏 名 ○

生年月日 年 月 日生

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第41条の規定により狩猟免許を受けたいの

で、下記のとおり申請します。

記

受けようとする狩猟免許の種類及び使用しようとする猟具の種類（該当する狩猟免

許及び猟具の□にレ印を付すこと。）並びに第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許に係

る猟具の所持許可（猟銃・空気銃所持許可証の交付を受けている場合に記載するこ

と。）

猟銃・空気銃所持許可証番号 交付年月日
狩猟免許の種類及び

使用しようとする猟具の種類

□ 網猟免許 □ 網

① □ わな猟免許 □ わ な

□ ライフル銃 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

□ 散 弾 銃
□ 第１種

□ 空気銃（圧縮
銃猟免許

ガスを使用する

ものを含む。） 号 年 月 日

□ 空気銃（圧縮
□ 第２種

ガスを使用する
銃猟免許

ものを含む。)
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（裏面）

他の狩猟免許を受けている場合は、その狩猟免許の種類、狩猟免許を与えた都道府県知事名、狩猟免状の

番号及び交付年月日並びに同一登録年度において他の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出

していることの有無

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交付年月日 更新の有無
他の

免許 知事 号 年 月 日
② 免許

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交付年月日 更新の有無
他の

免許 知事 号 年 月 日
免許

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律又は同法の規定に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に

処せられたことの有無（該当する□にレ印を付し、かつ、有の場合にはその刑の執行を終わり、又は執行を

③ 受けることのなくなった年月日を記載すること。）

罰金以上の刑に処せられたことの有無 □ 有 □ 無

刑の執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった年月日 年 月 日

狩猟免許を取り消されたことの有無（該当する□にレ印を付し、かつ、有の場合にはその年月日、狩猟免

許の種類及び都道府県知事名を記載すること。）

狩 猟 免 許 を 取 り 消 さ れ た こ と の 有 無 □ 有 □ 無
④

狩 猟 免 許 を 取 り 消 さ れ た 年 月 日 年 月 日

狩 猟 免 許 の 種 類 免 許

狩 猟 免 許 を 取 り 消 し た 都 道 府 県 知 事 名 知 事

記載上の注意事項

１ 文字は、楷書で明瞭に記載すること。

２ ①の猟銃・空気銃所持許可証番号及び交付年月日は、同表に掲げる銃の種類ごとに主として使用する銃

１丁について記載すること。

３ ※印欄には、申請者は記載しないこと。

（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

様式第14号、様式第15号及び様式第16号を次のように改める。
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（第14条関係）様式第14号

（表面）

受 講 希 望 会 場

※整理番号 受 講 希 望 日

狩 猟 免 許 更 新 申 請 書 収 入 証 紙

島根県知事 様

年 月 日

（〒 － ）

住 所

電話番号（ ）

ふりがな

印氏 名 ○

生年月日 年 月 日生

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第51条第１項の規定により 狩猟免許の更新

を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

更新を受けようとする狩猟免許の種類及び使用しようとする猟具の種類（該当する

狩猟免許及び猟具の□にレ印を付すこと。）、狩猟免許を与えた都道府県知事名並び

に狩猟免状の番号及び交付年月日

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交付年月日
狩猟免許の種類及び

使用しようとする猟具の種類

□ 網猟免許 □ 網 知事 号 年 月 日

□ わな猟免許 □ わ な 知事 号 年 月 日
①

□ ライフル銃

□ 散 弾 銃
□ 第１種

□ 空気銃（圧縮 知事 号 年 月 日
銃猟免許

ガスを使用する

ものを含む。)

□ 空気銃（圧縮
□ 第２種

ガスを使用する 知事 号 年 月 日
銃猟免許

ものを含む。)
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（裏面）

猟銃・空気銃所持許可証番号、原交付年月日及び有効年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許に係る猟

具について記載すること。）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

猟銃・空気銃所持許 原交付年月日 年 月 日
②

可証番号

（銃の許可番号を記 号

載しないこと。） 有効年月日 年 月 日

同一登録年度内において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は免

③ 許更新申請書を提出している場合は、その狩猟免許の種類

狩猟免許の種類

記載上の注意事項

１ 文字は、楷書で明瞭に記載すること。

２ ※印欄には、申請者は記載しないこと。

（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

 
9



号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（第15条関係）様式第15号

（表面）

※登 録 番 号

※狩 猟 免 許

※損 害 の 賠 償

※放鳥獣猟区の区域の登録の有無

※整理番号 ※対象鳥獣捕獲員であるか否かの別

狩 猟 者 登 録 申 請 書 写真

島根県知事 様 縦×横

年 月 日 3.0cm×2.4cm

（〒 － ）

住 所 収 入 証 紙

電話番号（ ）

ふりがな

印氏 名 ○

生年月日 年 月 日生

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第56条の規定により狩猟者登録を受けたい

ので、下記のとおり申請します。

記

狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類及び使用する猟具の種類（該当する

狩猟免許及び猟具の□にレ印を付すこと。）、狩猟免許を与えた都道府県知事名、

狩猟免状の番号及び交付年月日並びに所持する免許の種類（第２種銃猟免許に係る

登録の場合に限り、該当する□にレ印を付すこと。）

（第１種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを使用する場合は、第２種銃猟免許に係

る登録を申請すること。）

狩猟免許の種類及び使用する猟具の種類 都道府県知事名 狩猟免状の番号 交付年月日

□ 網猟免許 □ 網 知事 号 年 月 日

□ わな猟免許 □ わ な 知事 号 年 月 日
①

□ ライフル銃

□ 散 弾 銃
□ 第１種

□ 空気銃（圧縮 知事 号 年 月 日
銃猟免許

ガスを使用する

ものを含む。）

□ 第２種 知事 号 年 月 日
□ 空気銃（圧縮

ガスを使用する
銃猟免許

ものを含む。） 所持する免許の種類 □ 第１種銃猟免許 □ 第２種銃猟免許
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（裏面）

狩猟をしようとする場所（該当する□にレ印を付すこと。）
②

□ 島根県の区域全部 □ 放鳥獣猟区の区域

対象鳥獣捕獲員であるか否かの別（該当する□にレ印を付し、かつ、対象鳥獣捕獲員として所属する市町村

名欄には、 対象鳥獣捕獲員である場合は対象鳥獣捕獲員として所属している市町村の名称を、対象鳥獣捕獲

③ 員でない場合は「否」を記載すること。）

□ 対象鳥獣捕獲員 対象鳥獣捕獲員として所属する市町村名

□ 対象鳥獣捕獲員でない （ ）

免許の効力の停止の有無（該当する□にレ印を付し、かつ、有の場合は、その停止の期間を記載するこ

と。）
④

□ 有 年 月 日から
免許の効力の停止の有無 停止の期間

□ 無 年 月 日まで

猟銃・空気銃所持許可証番号、交付年月日及び有効年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許の場合に記

載すること。）

猟銃・空気銃所 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

⑤ 持許可証番号 交付年月日 年 月 日

（銃の許可番号 号

有効年月日 年 月 日
を記載しないこ

と。）

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第67条第２項の要件に関する事項

法人名 対象損害 給付額 被共済の期間
共 済 保 険

⑥ 保険会社名 対象損害 保険金額 被保険期間
損害保険契約

資 産 保 有

職業（具体的に記載し、職業分類の該当番号に○印を付すこと。 ）

職 業

職業分類 １ 専門的・技術的職業従事者 ２ 管理的職業従事者 ３ 事務従事者
⑦

４ 販売従事者 ５ 農林業従事者 ６ 漁業従事者

７ 採鉱・採石作業者 ８ 運輸・通信従事者 ９ 技能工・生産工程作業者

10 単純労働者 11 保安職業従事者 12 サービス職業従事者

13 分類不能の職業 14 無職

記載上の注意事項

１ 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに申請書を提出すること。

２ 文字は、楷書で明瞭に記載すること。

３ ※印欄には、申請者は記載しないこと。

（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（別紙）

年度 狩 猟 税 納 付 書

住 所
納 税 義 務 者

氏 名

○印
狩猟免許の種類及び納付額（該当する欄に○印を付すこと。）

記入欄

第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外の 一 般 16,500円
１

号 8,200円
者 対象鳥獣

捕 獲 員

一 般 11,000円
第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税

２ の所得割額を納付することを要しないもののうち、地方税法第23条第１項

5,500円
号 第７号に規定する控除対象配偶者又は同項第８号に規定する扶養親族に該 対象鳥獣

当する者（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以外の者 捕 獲 員

網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる 一 般 8,200円
３

号 4,100円
者以外の者 対象鳥獣

捕 獲 員

一 般 5,500円
網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道

府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、地方税法第23
４

号 対象鳥獣
条第１項第７号に規定する控除対象配偶者又は同項第８号に規定する扶養

親族に該当する者（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以 2,700円
捕 獲 員

外の者

第２種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 一 般 5,500円
５

号 2,700円
対象鳥獣

捕 獲 員

私は、控除対象配偶者又は扶養親族のいずれにも該当しません。 署 名

印（２号税率又は４号税率の適用を受ける者に限る。） ○

備

考

収

入

証

紙

（注）１ 対象鳥獣捕獲員（狩猟者登録時において対象鳥獣捕獲員であった者であって、狩猟者登録の期間内に対象鳥

獣捕獲員でなくなった場合において、残りの狩猟期間内に再び狩猟者登録をする場合を含む。）については、

各号に掲げる下段の税率を適用する。

２ 対象鳥獣捕獲員の税率の適用を受ける者は、市町村長の証明書を添付すること。

３ ２号税率又は４号税率の適用を受ける者は、署名欄に署名押印し、併せて市町村長の証明書を添付するこ

と。

４ 地方税法第700条の52第２項（放鳥獣猟区に係る狩猟者の登録）の税率の適用を受ける者は、備考欄にその

内容を記載すること。

５ ※印欄には、納税義務者は記載しないこと。

※狩猟者登録番号
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（第15条の２関係）様式第16号

（表面）

※登 録 番 号

※狩 猟 免 許

※損 害 の 賠 償

※放鳥獣猟区の区域の登録の有無

※整理番号 ※対象鳥獣捕獲員であるか否かの別

変 更 登 録 申 請 書 写真

島根県知事 様 縦×横

年 月 日 3.0cm×2.4cm

（〒 － ）

住 所 収 入 証 紙

電話番号（ ）

ふりがな

印氏 名 ○

職 業

生年月日 年 月 日生

号
変更しようとする狩猟

者登録証の番号

年 月 日
変更しようとする狩猟

者登録証の交付年月日

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第61条第２項の規定により変更登録を受け

たいので、下記のとおり申請します。

記

変更登録を受けようとする狩猟免許の種類及び使用する猟具の種類（該当する狩

猟免許及び猟具の□にレ印を付すこと。）、狩猟免許を与えた都道府県知事名、狩

猟免状の番号及び交付年月日並びに所持する免許の種類（第２種銃猟免許に係る登

録の場合に限り、該当する□にレ印を付すこと。）

（第１種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを使用する場合は、第２種銃猟免許に係

る登録を申請すること。）

狩猟免許の種類及び使用する猟具の種類 都道府県知事名 狩猟免状の番号 交付年月日

□ 網猟免許 □ 網 知事 号 年 月 日

① □ わな猟免許 □ わ な 知事 号 年 月 日

□ ライフル銃

□ 散 弾 銃
□ 第１種

□ 空気銃（圧縮 知事 号 年 月 日
銃猟免許

ガスを使用する

ものを含む。）

□ 第２種 知事 号 年 月 日
□ 空気銃（圧縮

ガスを使用する
銃猟免許

ものを含む。） 所持する免許の種類 □ 第１種銃猟免許 □ 第２種銃猟免許
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（裏面）

変更しようとする場所（変更がある場合のみ、該当する□にレ印を付すこと。）
②

□ 島根県の区域全部 □ 放鳥獣猟区の区域

対象鳥獣捕獲員であるか否かの別（該当する□にレ印を付し、かつ、対象鳥獣捕獲員として所属する市町村

名欄には、 対象鳥獣捕獲員である場合は対象鳥獣捕獲員として所属している市町村の名称を、対象鳥獣捕獲

③ 員でない場合は「否」を記載すること。）

□ 対象鳥獣捕獲員 対象鳥獣捕獲員として所属する市町村名

□ 対象鳥獣捕獲員でない （ ）

免許の効力の停止の有無（該当する□にレ印を付し、かつ、有の場合は、その 停止の期間を記載するこ

と。）
④

□ 有 年 月 日から
免許の効力の停止の有無 停止の期間

□ 無 年 月 日まで

猟銃・空気銃所持許可証番号、交付年月日及び有効年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許の場合に記

載すること。）

猟銃・空気銃所 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

⑤ 持許可証番号 交付年月日 年 月 日

（銃の許可番号 号

有効年月日 年 月 日
を記載しないこ

と。）

記載上の注意事項

１ 変更登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに申請書を提出すること。

２ 文字は、楷書で明瞭に記載すること。

３ ※印欄には、申請者は記載しないこと。

（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

（別紙）

年度 狩 猟 税 納 付 書

住 所
納 税 義 務 者

氏 名

○印
狩猟免許の種類及び納付額（該当する欄に○印を付すこと。）

記入欄

第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外の 一 般 16,500円
１

号 8,200円
者 対象鳥獣

捕 獲 員

一 般 11,000円
第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税

２ の所得割額を納付することを要しないもののうち、地方税法第23条第１項

5,500円
号 第７号に規定する控除対象配偶者又は同項第８号に規定する扶養親族に該 対象鳥獣

当する者（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以外の者 捕 獲 員

網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる 一 般 8,200円
３

号 4,100円
者以外の者 対象鳥獣

捕 獲 員

一 般 5,500円
網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道

府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、地方税法第23
４

号 対象鳥獣
条第１項第７号に規定する控除対象配偶者又は同項第８号に規定する扶養

親族に該当する者（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以 2,700円
捕 獲 員

外の者

第２種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 一 般 5,500円
５

号 2,700円
対象鳥獣

捕 獲 員

私は、控除対象配偶者又は扶養親族のいずれにも該当しません。 署 名

印（２号税率又は４号税率の適用を受ける者に限る。） ○

備

考

収

入

証

紙

（注）１ 対象鳥獣捕獲員（狩猟者登録時において対象鳥獣捕獲員であった者であって、狩猟者登録の期間内に対象鳥

獣捕獲員でなくなった場合において、残りの狩猟期間内に再び狩猟者登録をする場合を含む。）については、

各号に掲げる下段の税率を適用する。

２ 対象鳥獣捕獲員の税率の適用を受ける者は、市町村長の証明書を添付すること。

３ ２号税率又は４号税率の適用を受ける者は、署名欄に署名押印し、併せて市町村長の証明書を添付するこ

と。

４ 地方税法第700条の52第２項（放鳥獣猟区に係る狩猟者の登録）の税率の適用を受ける者は、備考欄にその

内容を記載すること。

５ ※印欄には、納税義務者は記載しないこと。

※狩猟者登録番号
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号外第67号 島 根 県 報 平成26年４月１日

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定により作成された申請書でこの規

則の施行の際受理されているものは、この規則による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規

定により作成された申請書とみなす。
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